
一 般 質 問 ＜ 個 人 ＞ 発 言 通 告 書

令和５年６月６日

長久手市議会議長 殿

長久手市議会議員 野村 弘

会議規則第５９条第２項の規定により下記のとおり通告します。

受
付
個 人 質 問 第 号

令和 年 月 日 時 分

質 問 事 項 及 び 要 旨 備考

１

小中学校の部活動について

⑴ スポーツ庁と文化庁は、公立中学校の休日における部

活動を地域団体や民間事業者に委ねる「地域移行」を２０２５

年度末までに実施するとした指針案を、「地域の実情に応

じて可能な限り早期の実現を目指す」と変更した。しか

し、地域移行を進めていくことに変わりはない。市は実

情に応じていつ頃を目標に、どのように「地域移行」を

進めていくのか。

⑵ 市教育委員会は小学校の部活動を令和６年度をもって

廃止すること、また現４年生からの募集を行わないこと

を今年２月に保護者に通知した。今後、児童の活動場所

や居場所をどのように確保していくのか。

２

ジブリパーク開園や「どうする家康」放送に伴うＰＲ活動

の効果について

⑴ ジブリパーク開園や「どうする家康」の放送に伴い、

市内への観光客誘致のＰＲ活動を行ってきたが、ＰＲ活

動の効果はどのようか。

⑵ 「もののけの里」「魔女の谷」の残り２つのエリアも今

年度開園予定である。観光客の市内における回遊性の向上

や滞在時間増加の必要性をどのように考えているのか。



３

自転車利用者のヘルメット着用について

改正道路交通法の施行により、令和５年４月１日から自

転車利用者のヘルメット着用が努力義務化された。市はど

のように周知徹底を図っていくのか。


